
くらしの助けあい
受付時間／10:00～16:00

月～金（土日祝を除く）
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昨年、組合員のみなさんにくらしの助けあい

活動の活動費についてアンケートをお願いし
たところ、「活動内容によって金額を変えれば

よいのでは？」というご意見をいただきました。

あれ？以前は活動費が１時間600円と800
円、２種類あったような…？
くらしの助けあい活動は時代や組合員のみ

なさんの思いと共に少しずつ形を変えてきま

した。今回はベテランコーディネーターFさん、
愛さんと一緒に活動費の変遷を振り返ってみ

ましょう。
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くらしの助けあいを
広げるために

活動中

Fさん
助けあい歴

数十年
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愛：発足当時はどんな活動をしても活動費は一律
だったんですね。
F：そうなのよ。当時は家事支援が中心で活動費を

活動内容によって変えるという考え方ではなかった
のよ。

愛：だんだん依頼内容が多様になってきて、大がかり

なことを同じ金額では申し訳ないという意見がでて
きたということ…？
F：その通り。草取りなどの依頼が増えて、大がかりで

大変な活動と早朝などの時間外や土日の活動は

200円の割増にする仕組みになったのよ。
愛：組合員さんにいただいたご意見は実はかつて↗

↘実施されてたんだね。どうしてまた一律に戻ったの？
F：「大変」な活動と判断するのに個人差があり、依
頼内容も多様化してその判断が難しくなってきたの。

そこで活動費は内容や時間帯に関わらず一律にし、
「私の時間を誰かの為に役立てる」という考えを大

切にすることにしたのよ。

愛：そうだったんだね。たくさんの人に参加してもらい
たい活動だから仕組みはシンプルな方がいいかもし
れないね！今年も組合員のみなさんと

一緒に考えながら活動をすすめて

いきたいです！
F：きっとウマくいくよ！


